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事業主、被保険者の皆さまへ

今般、個人情報の漏えい防止の観点から、高年齢雇用継続給付金の支給再開に係るご案内につ
きましては、令和８年３月３１日時点で高年齢雇用継続給付金の支給再開対象となる方をもち
まして、終了とさせていただきます。

つきましては、前職で高年齢雇用継続給付金の受給資格確認手続きを行っていた方が、転職に
より新たに雇用保険の被保険者（以下「被保険者」）となり、新たに被保険者となった事業所
で高年齢雇用継続給付金の支給を受けられる可能性がある場合、資格取得届に対してハロー
ワークから交付する『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）』に「高年齢
雇用継続給付受給可」と表示されます 。

① 60歳から65歳に達する日までに新たに雇用された一般被保険者であること
② 新たに被保険者となる前の被保険者期間との空白期間が1年以内であり、その間に基本
手当等の受給を受けていないこと

『高年齢雇用継続給付支給再開』に係る
ご案内の終了について

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
（事業主通知用）のイメージ

「高年齢雇用継続給付受給可」と表示された方が、次の①・②に該当する場合は、高年齢雇用
継続給付金の支給対象となります。

高年齢雇用継続給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が支
給申請を行う必要があります。
60歳に達する日等と比較して賃金が低下していない場合などは、不支給となることがあり
ます。
前事業所の賃金が支給再開後の対象月に入る場合、「喪失前事業所賃金証明書」を提出し
て下さい。（前事業所分の賃金額も含め、60歳に達する日等と比較し、賃金低下率を算定します）

支給申請を希望する場合は裏面を確認のうえ、『高年齢雇用継続給付受給資格確認票』を管轄
のハローワークへご提出いただきますようお願いします。

『喪失前事業所賃金証明書』
の様式はこちら→

『高年齢雇用継続給付受給資格
確認票』の様式はこちら→
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高年齢雇用継続給付受給資格確認票
のイメージ

本人名義の口座を記入。
口座を登録する場合は｢通帳またはキャッシュカード｣の添
付が必要です。
※本人が登録済みの口座を希望する場合は記載不要。

申請者氏名を記名。
同意書がある場合は

「申請について同意済」と記入。

所在地、事業所名称、代表
者氏名、電話番号を記入。

被保険者氏名、被保険者番号、
資格取得年月日、事業所番号を
記入。


